
ち
ょ
っ
と
お
得
な
マ
ネ
ー
＆
ラ
イ
フ
入
門

第
158
回

令
和
８
年
４
月
に
消
費
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
そ
の
改
正
内
容
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

消
費
税
法
改
正
の
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
！

消
費
税
法
の
主
な
改
正
点

　
主
に
行
わ
れ
た
改
正
は
こ
の
と
お

り
で
す
。

1�

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
係
る
経
過
措

置
の
見
直
し

2�

国
境
を
越
え
た
電
子
商
取
引
に
係

る
課
税
の
見
直
し

3�

現
金
取
引
等
に
お
け
る
輸
出
免
税

要
件
の
見
直
し

4�

暗
号
資
産
等
に
関
す
る
課
税
関
係

の
見
直
し

5�

不
動
産
取
引
の
仲
介
等
に
関
す
る

課
税
関
係
の
見
直
し

て
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
国
内
事
業
者
・
国
外
事
業
者
を
問

わ
ず
、
消
費
税
の
申
告
・
納
税
が
必

要
で
す（
免
税
事
業
者
を
除
く
）。た

だ
し
、「
第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
」を
介
し
て
行
う
場
合
で
、

そ
の
対
価
を
当
該
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
を
介
し
て
収
受
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

事
業
者
が
納
税
義
務
者
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
令
和
１０
年
４
月
１
日
以
後
に

行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
ま
す
。

岩田 まり子
Mariko Iwata

大阪シティ信用金庫提携の（株）ライオ
ン橋パートナーズ代表取締役。大阪商
工会議所セミナー講師などを務める。

越境ＥＣ改正とは？

特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
の
登
録
制
度

　
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡
を
行
う
事

業
者
で
、
他
の
者
に
保
税
地
域
か
ら

の
引
き
取
り
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る

事
業
者
は
、
税
務
署
長
の
登
録
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
登
録
は
任

意
で
す
が
、
消
費
税
の
課
税
事
業
者

で
あ
る
こ
と
が
要
件
で
す
。

　
登
録
申
請
書
は
令
和
９
年
１０
月
１

日
か
ら
提
出
可
能
で
す
。
登
録
を
受

け
た
事
業
者
は
、
そ
の
登
録
を
取
り

消
さ
な
い
限
り
、
消
費
税
の
免
税
事

業
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
登
録
の
効
果
と
し
て
、
輸
入
申
告

書
等
に
登
録
番
号
と
特
定
少
額
資
産

の
譲
渡
に
係
る
旨
を
付
記
す
る
こ
と

で
、
保
税
地
域
か
ら
の
引
き
取
り
時

の
消
費
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
登
録
事
業
者
は
発
送
に
係

る
仕
入
書
等
に
登
録
番
号
を
記
載
し
、

輸
入
者
や
通
関
業
者
に
通
知
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者

（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
）

❶
第
二
種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
と
は

　
今
回
は
2
に
つ
い
て
詳
し
く
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

少
額
輸
入
貨
物
の
譲
渡
に
係
る

課
税
関
係
の
見
直
し

　
こ
れ
ま
で
、
海
外
か
ら
通
信
販
売

で
国
内
に
発
送
さ
れ
る
少
額
貨
物

（
税
抜
１
万
円
以
下
）は
、消
費
税
の

課
税
対
象
外
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
こ

の
よ
う
な
少
額
貨
物
の
譲
渡（「
特

定
少
額
資
産
の
譲
渡
」）も
国
内
に

お
い
て
行
わ
れ
た
資
産
の
譲
渡
と
し

●�

事
業
者
が
行
う
特
定
少
額
資
産
の
譲
渡

　
こ
れ
ら
の
取
引
で
、
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
対
価
を
収

受
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
こ
れ
ら

の
資
産
の
譲
渡
を
行
っ
た
も
の
と
み

な
し
て
消
費
税
の
申
告
・
納
税
を
行

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
際
の
売
主
で

は
な
く
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者

に
納
税
義
務
が
転
換
さ
れ
ま
す
。

　
売
主
側
の
事
業
者
は
消
費
税
の
申

告
・
納
税
が
不
要
と
な
り
、「
第
二

種
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」が

イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
で
あ
る
場

合
は
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
義
務
も
負

い
ま
す
。

❷
制
度
開
始
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
指
定
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
は
、

令
和
９
年
１
月
１
日
か
ら
３
月
３１
日

ま
で
の
期
間
に
お
け
る
対
象
取
引
の

対
価
の
額
の
合
計
額
を
４
倍
し
て
年

換
算
し
た
金
額
が
５０
億
円
を
超
え
て

い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。

　
該
当
す
る
事
業
者
は
令
和
９
年
６

月
３０
日
ま
で
に「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
事
業
者
の
指
定
届
出
書
」を
税
務

署
長
を
経
由
し
て
国
税
庁
長
官
に
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
令
和
１０
年
４
月
１
日
に
指
定
の

効
力
が
生
じ
ま
す
。

　
指
定
を
受
け
た
事
業
者
は
、
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
適
用
対
象
と

な
る
売
主
に
対
し
て
、
適
用
開
始
の

旨
お
よ
び
効
力
発
生
日
を
通
知
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
改
正
の
背
景
と
期
待
さ
れ
る
効
果

　

越
境
E
C
の
拡
大
に
伴
い
、
海

外
か
ら
直
送
さ
れ
る
少
額
貨
物
に
は

消
費
税
が
か
か
ら
な
い
一
方
、
国
内

事
業
者
に
は
消
費
税
が
課
さ
れ
る
と

い
う
不
均
衡
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
こ
の
税
負
担
の
公

平
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
通
じ
た
効

率
的
な
税
の
徴
収
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

越
境
E
C
を
利
用
し
た
仕
入
れ

や
販
売
を
行
っ
て
い
る
事
業
者
の
方

は
、
令
和
１０
年
４
月
の
適
用
開
始
に

向
け
て
、
自
社
の
取
引
へ
の
影
響
を

早
め
に
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
モ
ー
ル
な
ど
の
デ
ジ

タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
す

る
事
業
者
の
う
ち
、
一
定
の
指
定
要

件
を
満
た
し
国
税
庁
長
官
の
指
定
を

受
け
た
事
業
者
を「
第
二
種
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」と
い
い
ま
す
。

　
指
定
要
件
は
、
課
税
期
間
に
お
い

て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て

行
わ
れ
る
対
象
取
引
の
対
価
の
う
ち
、

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し

て
収
受
す
る
合
計
額
が
５０
億
円
を
超

え
る
こ
と
で
す
。

　
対
象
取
引
は
次
の
２
つ
で
す
。

●�

国
外
事
業
者
が
国
内
に
お
い
て
行

う
資
産
の
譲
渡（
付
随
す
る
資
産

の
譲
渡
等
を
含
む
）

不公平な
状況

消費税改正にかかわる事業者
の方は、コスト増
が見込まれるの
で早期検討が
大事！！

国税庁のホームページを基に作成
国税庁
ホームページ

令和10年4月から改正

販
売

事
業
者

国
内

消
費
者
等

一定のプラットフォーム事業者が提
供するデジタルプラットフォームを介
してその対価を収受するものは、プ
ラットフォーム事業者が行ったものと
みなす。

海外から直送

海外から直送

国外

デジタル
プラットフォーム

国内

国内倉庫から発送

通信販売の方法により行われる資産の譲渡について、課税関係の見直しが行
われました。

少額輸入貨物の譲渡少額輸入貨物の譲渡
国外に所在する一定の
貨物に係る資産の譲渡

課税対象外
（不課税） 課税対象

納税義務 納税義務

販売事業者 プラットフォーム事業者

納税義務の転換納税義務の転換

消費税納付へ！！消費税納付へ！！

消費税消費税
＋＋ ＋＋

消費税消費税

プラット
フォーム

国内

国内

海外

海外

国境を越えた電子商取引に係る課税関係の見直し
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